
令和２年度 第１回三重県道路インフラメンテナンス協議会

○ 日 時：令和２年１２月１日（火） 14:00～1５:０0
○ 場 所：三重県建設技術センター鳥居支所 ２階会議室
○ 参加者：6１名 中部地方整備局（1３名）、三重県（8名）、市町（2８市町3６名）

中日本高速道路㈱（２名）、 三重県建設技術センター（２名）

開催日時・場所等

○令和２年度第１回協議会を開催し、①規約改定の承認、②令和元年度の点検結果、措置の実施状況、及び③
令和２年度の点検計画について確認されました。

○2019年度（２巡目初年度）の三重県内の点検実施率は橋梁18％（１巡目初年度7％）、トンネル33％
（同54％）、道路付属物17％（同29％）であり、平準化が進んでいることが確認されました。

○三重県内の判定区分Ⅲ、Ⅳ（橋梁）の修繕等の措置は、 2019年度までに国土交通省９２％、高速道路会
社１９％、地方公共団体等５６％の施設について着手されていることが報告されました。

○令和2年度の点検対象施設の点検計画については、橋梁5,252橋、トンネル１８施設、道路付属物等1６４
施設が実施予定であり、各施設の点検計画率からも概ね５年に１回の点検が可能なペースであることが確
認されました。

概 要

会議状況
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三重県道路インフラメンテナンス協議会 規約 

（名 称）

第１条 本会は、「三重県道路インフラメンテナンス協議会」（以下、「協議会」という。）と

称する。

（目 的）

第２条 協議会は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、各道路管理者等が

相互に連絡調整を行うことにより、円滑な道路管理の促進を図ることを目的とする。 

（協議事項）

第３条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

（１） 道路インフラの維持管理等に係る意見調整・情報共有に関すること。

（２） 道路インフラの点検、修繕計画等の把握・調整・発注支援に関すること。

（３） 道路インフラの損傷事例や技術基準等の共有に関すること。

（４） その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。

（組 織）

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するため、三重県内における高速自動車国道、一般

国道、県道及び市町道の各道路管理者及び協議会が必要と認めるもので組織する。

 ２．協議会には、会長及び副会長を置くものとし会長は国土交通省中部地方整備局三重河

川国道事務所長、副会長は三重県県土整備部道路管理課長及び中日本高速道路会社名

古屋支社津保全・サービスセンター所長とする。

３．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

４．協議会の構成は「別表－１」のとおりとする。

 ただし、必要に応じ会長が指名する者の出席を求めることができる。

５．会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置することが

できる。

ただし、必要に応じ会長が指名する者の参加を求めることができる。

６．協議会には、高速自動車国道、一般国道、県道、市町道の代表者等からなる、幹事会

を置くものとし構成は「別表－２」のとおりとする。

７．協議会に、道路インフラ等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機

関等への技術相談の窓口として、「長寿命化推進室」を設置するものとし国土交通省中

部地方整備局三重河川国道事務所の道路管理第二課に置く。

（幹事会）

第５条 幹事会は、会長の招集により開催するものとし、次の事項について調整する。

（１） 協議会の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整

（２） 協議会における協議議題の調整

（３） 規約の策定・改正・廃止等に係る調整

（４） その他、協議会の運営に際し必要となる事項の調整

資料１ 
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（事務局）

第６条 協議会の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。

２．事務局は、国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所道路管理第二課、三重県県

土整備部道路管理課、道路建設課及び中日本高速道路株式会社名古屋支社津保全・サ

ービスセンター工務企画担当課が担うものとする。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正等は、本協議会の審議・承認を得て行うことができる。

（その他）

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。

２．協議会の運営に関する事項は運営細則で定める。また運営細則の改正等は規約第７条

に準じる。

（附則）

本規約は、平成２６年３月１８日から施行する。

本規約は、平成２６年６月１９日から施行する。

本規約は、平成２８年１月１５日から施行する。

本規約は、平成２８年７月１２日から施行する。

本規約は、平成２９年１月３１日から施行する。

本規約は、平成２９年７月１８日から施行する。

本規約は、平成３０年１０月２６日から施行する。

本規約は、令和元年１０月２９日から施行する。

本規約は、令和２年  月  日から施行する。
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別表－１

三重県道路インフラメンテナンス協議会 名簿

所 属 役 職

会 長 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所長

〃 道路部 道路保全企画官

〃 道路部 地域道路課長

〃 北勢国道事務所長

〃 紀勢国道事務所長

〃 中部道路メンテナンスセンター長

副会長 三重県県土整備部 道路管理課長

〃 道路建設課長

副会長 中日本高速道路株式会社名古屋支社 津保全・サービスセンター所長

〃 桑名保全・サービスセンター所長

〃
保全・サービス事業部

企画統括課長

桑名市 都市整備部長

いなべ市 建設部長

木曽岬町 建設課長

東員町 建設課長

四日市市 都市整備部長

菰野町 都市整備課長

朝日町 産業建設課長

川越町 産業建設課長

鈴鹿市 土木部長

亀山市 産業建設部長

津市 建設部長
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所 属 役 職

松阪市 建設部長

多気町 建設課長

明和町 まち整備課長 建設課長

大台町 建設課長

伊勢市 都市整備部長

玉城町 建設課長

大紀町 建設課長

南伊勢町 建設課長

度会町 建設課長 建設水道課長

鳥羽市 建設課長

志摩市 建設部長

伊賀市 建設部長

名張市 維持担当室長

尾鷲市 建設課長

紀北町 建設課長

熊野市 建設課長

御浜町 建設課長

紀宝町 基盤整備課長

公益財団法人三重県建設技術センター 研修・調査部長

事務局：国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所道路管理第二課

三重県県土整備部 道路管理課・道路建設課

中日本高速道路株式会社名古屋支社 津保全・サービスセンター工務企画担当課
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別表－２

三重県道路インフラメンテナンス協議会 幹事会 名簿

所 属 役 職

幹事長 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所副所長

〃 道路部 道路構造保全官

〃 道路部 地域道路課課長補佐

〃 北勢国道事務所 副所長

〃 紀勢国道事務所 副所長

〃
中部道路メンテナンスセンター

保全対策官

副幹事長 三重県県土整備部 道路管理課 道路維持班長

〃 道路建設課 橋りょう・市町道班長

副幹事長
中日本高速道路株式会社名古屋支社

津保全・サービスセンター
工務担当課長

〃

桑名保全・サービスセンター
工務担当課長

〃
保全・サービス事業部企画統括課

課長代理

桑名市 土木課長

いなべ市 建設課長

木曽岬町 建設課長

東員町 建設課長

四日市市 道路整備課長 道路建設課長

菰野町 都市整備課長

朝日町 産業建設課長

川越町 産業建設課長

鈴鹿市 道路保全課長

亀山市 土木課長
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所 属 役 職

津市 建設整備課長

松阪市 建設保全課長 建設保全担当参事

〃 土木課長

多気町 建設課長

明和町 まち整備課長 建設課長

大台町 建設課長

伊勢市 維持課長

玉城町 建設課長

大紀町 建設課長

南伊勢町 建設課長

度会町 建設課長 建設水道課長

鳥羽市 建設課長

志摩市 建設整備課長

伊賀市 道路河川課長

名張市 維持担当室長

尾鷲市 建設課長

紀北町 建設課長

熊野市 建設課長

御浜町 建設課長

紀宝町 基盤整備課長

公益財団法人三重県建設技術センター 調査・管理課長 研修・調査部 次長

事務局：国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所道路管理第二課

三重県県土整備部 道路管理課・道路建設課

中日本高速道路株式会社名古屋支社 津保全・サービスセンター工務企画担当課
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【機密性２】三重県内の判定区分Ⅳの構造物リスト

○ 2019年度末までの判定で判定区分Ⅳの施設は、緊急措置（橋梁：通行止め）を実施

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

※判定区分

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

資料７

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

松阪市
きりこあんばし

切古庵橋 市道船江切古庵線 不明 主桁端部の腐食による断面欠損

名張市
にしたわら ごうばし

西田原8号橋 市道西田原薦生線 1962 主桁の欠落及び下部構造の崩落

熊野市
こじょうがわ ごうきょう

高城川7号橋 市道上高城2号線 不明 主桁の鉄筋露出、抜け落ち

菰野町
あおたきばし

蒼滝橋 町道湯の山10号線 1932 主桁の腐食による断面欠損

度会町
ご ろ う が せ ば し

五郎ヶ瀬橋 町道和井野権田線 1925
地覆、高欄の欠損、主桁の鉄筋露出、
基礎の洗堀

度会町
やなぎばし

柳橋 町道向柳線 1942
主桁、床版に鉄筋露出、基礎に侵食
などの損傷

紀北町
ちょうしがわはし

銚子川橋 町道白倉1号線 1960 主桁のＰＣ鋼材露出、破断

御浜町
ながはらはし

長原橋 町道阪本15号線 不明 床板の腐食

御浜町
ぽはし

かん保橋 町道向ノ芝かん保線 不明 上部工の腐食、高欄の変形・欠損

修繕・更新

対応未定

撤去中（予定含む）

撤去･廃⽌済等

【機密性２】中部地整管内、三重県内の判定区分Ⅳの措置状況（橋梁） 資料８

○２０１９年度末までの判定で、判定区分Ⅳと診断された中部地整管内の橋梁９１橋（三重県９橋）のうち、その
対策として、撤去又は廃止された橋梁は４１橋（三重県５橋）（予定含む）

○老朽化した道路インフラを適正に維持管理を行っていくためには、ライフサイクルコストや地域の状況を踏ま
え、必要に応じて集約化・撤去などにより合理化を図っていく必要があります。

＜中部地方整備局管内（長野県除く）の措置状況（橋梁）＞ ＜三重県内の措置状況（橋梁）＞
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(1)

33%

(3)

22%

(2)

2019年度
判定区分Ⅳの

橋梁
9橋
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2020 11

2020 11

19



20



【三重県内】Ｒ２「道路橋」点検計画 2020年11月調査

管理者名 点検対象施設数 Ｒ２ 備考

国土交通省 1,457 357

高速道路会社 430 68

三重県 4,184 832

津市 2,244 784

四日市市 1,116 226

伊勢市 435 129

松阪市 1,756 469

桑名市 598 211

鈴鹿市 924 286

名張市 321 63

尾鷲市 169 25

亀山市 314 85

鳥羽市 147 40

熊野市 414 74

いなべ市 559 204

志摩市 287 72

伊賀市 1,549 398

木曽岬町 226 45

東員町 139 0

菰野町 403 192

朝日町 31 0

川越町 70 36

多気町 403 120

明和町 240 79

大台町 198 56

玉城町 166 165

度会町 64 37

大紀町 170 48

南伊勢町 306 67

紀北町 257 6

御浜町 152 39

紀宝町 140 39

国土交通省 1,457 357

高速道路会社 430 68

地方公共団体 計 17,982 4,827

三重県 計 19,869 5,252

資料９－２
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【三重県内】　Ｒ２「道路トンネル」点検計画 2020年11月調査

管理者名 点検対象施設数 Ｒ２ 備考

国土交通省 36 10

高速道路会社 24 7

三重県 123 0

津市 2 0

四日市市 0 0

伊勢市 2 0

松阪市 3 0

桑名市 0 0

鈴鹿市 0 0

名張市 0 0

尾鷲市 1 0

亀山市 0 0

鳥羽市 1 0

熊野市 0 0

いなべ市 1 1

志摩市 0 0

伊賀市 0 0

木曽岬町 0 0

東員町 0 0

菰野町 0 0

朝日町 0 0

川越町 0 0

多気町 1 0

明和町 0 0

大台町 0 0

玉城町 0 0

度会町 0 0

大紀町 0 0

南伊勢町 1 0

紀北町 2 0

御浜町 0 0

紀宝町 2 0

国土交通省 36 10

高速道路会社 24 7

地方公共団体 計 139 1

三重県 計 199 18

資料９－２資料９－２
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【三重県内】　Ｒ２「シェッド」点検計画 2020年11月調査

管理者名 点検対象施設数 Ｒ２ 備考

国土交通省 28 5

高速道路会社 0 0

三重県 21 0

津市 2 0

四日市市 0 0

伊勢市 0 0

松阪市 0 0

桑名市 0 0

鈴鹿市 0 0

名張市 0 0

尾鷲市 0 0

亀山市 0 0

鳥羽市 0 0

熊野市 0 0

いなべ市 0 0

志摩市 0 0

伊賀市 0 0

木曽岬町 0 0

東員町 0 0

菰野町 0 0

朝日町 0 0

川越町 0 0

多気町 0 0

明和町 0 0

大台町 1 0

玉城町 0 0

度会町 0 0

大紀町 0 0

南伊勢町 0 0

紀北町 0 0

御浜町 0 0

紀宝町 0 0

国土交通省 28 5

高速道路会社 0 0

地方公共団体 計 24 0

三重県 計 52 5

資料９－２資料９－２
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【三重県内】　Ｒ２「大型カルバート」点検計画 2020年11月調査

管理者名 点検対象施設数 Ｒ２ 備考

国土交通省 121 22

高速道路会社 62 13

三重県 37 35

津市 0 0

四日市市 3 0

伊勢市 0 0

松阪市 0 0

桑名市 1 0

鈴鹿市 0 0

名張市 0 0

尾鷲市 0 0

亀山市 0 0

鳥羽市 0 0

熊野市 0 0

いなべ市 0 0

志摩市 0 0

伊賀市 0 0

木曽岬町 0 0

東員町 0 0

菰野町 0 0

朝日町 0 0

川越町 0 0

多気町 0 0

明和町 0 0

大台町 0 0

玉城町 0 0

度会町 0 0

大紀町 0 0

南伊勢町 0 0

紀北町 0 0

御浜町 0 0

紀宝町 0 0

国土交通省 121 22

高速道路会社 62 13

地方公共団体 計 41 35

三重県 計 224 70

資料９－２資料９－２
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【三重県内】　Ｒ２「横断歩道橋」点検計画 2020年11月調査

管理者名 点検対象施設数 Ｒ２ 備考

国土交通省 80 37

高速道路会社 0 0

三重県 102 1

津市 5 0

四日市市 7 0

伊勢市 0 0

松阪市 1 0

桑名市 16 10

鈴鹿市 4 0

名張市 0 0

尾鷲市 0 0

亀山市 0 0

鳥羽市 0 0

熊野市 0 0

いなべ市 1 0

志摩市 2 0

伊賀市 0 0

木曽岬町 0 0

東員町 0 0

菰野町 0 0

朝日町 1 0

川越町 0 0

多気町 1 0

明和町 0 0

大台町 0 0

玉城町 1 0

度会町 0 0

大紀町 0 0

南伊勢町 1 0

紀北町 0 0

御浜町 0 0

紀宝町 0 0

国土交通省 80 37

高速道路会社 0 0

地方公共団体 計 142 11

三重県 計 222 48

資料９－２資料９－２
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【三重県内】　Ｒ２「門型標識」点検計画 2020年11月調査

管理者名 点検対象施設数 Ｒ２ 備考

国土交通省 86 20

高速道路会社 165 21

三重県 18 0

津市 1 0

四日市市 0 0

伊勢市 0 0

松阪市 0 0

桑名市 0 0

鈴鹿市 0 0

名張市 0 0

尾鷲市 0 0

亀山市 0 0

鳥羽市 0 0

熊野市 0 0

いなべ市 0 0

志摩市 0 0

伊賀市 0 0

木曽岬町 0 0

東員町 0 0

菰野町 0 0

朝日町 0 0

川越町 0 0

多気町 0 0

明和町 0 0

大台町 0 0

玉城町 0 0

度会町 0 0

大紀町 0 0

南伊勢町 0 0

紀北町 0 0

御浜町 0 0

紀宝町 0 0

国土交通省 86 20

高速道路会社 165 21

地方公共団体 計 19 0

三重県 計 270 41

資料９－２資料９－２
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